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２２－１３ 会議運営 

(1) 品目及び判断の基準等 

会議運営 【判断の基準】 

○委託契約等により会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目

に該当する場合は、該当する項目に掲げられた要件を満たすこと。 

①紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、

紙の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布

される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断

の基準を満たすこと。 

②ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印

刷に係る判断の基準を満たすこと。 

③紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイ

クルを行うこと。 

④会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する

次の取組の奨励を行うこと。 

ア．公共交通機関の利用 

イ．クールビズ及びウォームビズ 

ウ．筆記具等の持参 

⑤飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。 

ア．ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しない

こと。 

イ．繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返

却・回収が行われること。 

 

【配慮事項】 

①会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用するこ

と。また、新規に購入する物品が特定調達品目に該当する場合は、当

該品目に係る判断の基準を満たすこと。 

②ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の

削減を行っていること。 

③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限

り、電動車等又は低燃費・低公害車が使用されていること。また、エ

コドライブに努めていること。 

④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器

包装を使用しないこと。また、提供する飲食物の量を調整可能とする

こと又は会議参加者に求められた場合に衛生上の注意事項を説明し

た上で、持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品

ロスの削減が図られていること。 

⑤資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であ

って、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されているこ

と。 

備考） １ 「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「１３－１ 自動車」を

対象とする。 

２ 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」（令

和２年１月）に基づく運転をいう。 

（参考）①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『ｅスタート』③車間距離にゆと

りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使
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用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タ

イヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はや

めよう 

 

 

 

(2) 目標の立て方 

当該年度に契約する会議の運営を含む委託業務の総件数に占める基準を満たす会議の運

営を含む委託業務の件数の割合とする。 
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